
 
 

 

 

１．事業の目的 
    出産後、家族等から十分な家事育児等の援助が受けられず、支援を特に要する家庭に対して、訪問支援員を派遣す

ることによって、産後の生活を支援します。 

２．対象者 
我孫子市在住で、産後に家事や育児などを手伝ってくれる人がおらず、心身の不調や育児不安等がある、お母さん

と赤ちゃんがいる家庭。 

３．日数・時間について 
☆ 産後２か月未満、原則２８日以内（多胎の場合は、産後６か月未満、原則５６日以内） 

☆ １日１回、１時間以上２時間以内 

☆ 派遣時間は、朝９時から夜７時まで（年末年始｟１２／２９～１／３｠を除く） 

４．サービス内容について 

☆ 育児に関すること ： 沐浴、授乳、オムツ交換 など  （きょうだいの育児や子どもの預かりは含みません ） 

☆ 家事に関すること ： 食事の準備や片づけ、買い物、居室の掃除、洗濯 など 

☆ 育児の相談や助言 ： 育児の相談・助言 など 

５．利用料について 
☆ １時間あたり ５００円（ 生活保護世帯、市民税非課税世帯は０円 ） 

☆ 派遣時間を月ごとに合算し、３０分未満は切捨て、３０分以上は切り上げて１時間とします 

☆ １日１時間未満の利用の場合は、派遣時間を１時間とします 

６．支援開始までの流れ 

１．申請書の提出 

２．利用決定通知書・支援計画書の郵送 

申請書に基づき審査した結果、発行します。利用希望日に定員を超える申し込みがあった場合は調整をしますが、

ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください 

３．訪問支援員の事前訪問 （支援内容、支援環境の確認） 

４．出産：サービス開始日の確定 

  出産後すみやかに子ども相談課までご連絡ください 

５．サービス開始 

７．支援開始後 

☆支援内容の相談や利用期間の変更などがありましたら、子ども相談課へお申し出ください 

☆費用の支払（１か月ごとに、納入通知書を郵送しますので、速やかにお支払いをお願いします） 

 
  

 
注意事項 
・ご家庭内に、インフルエンザ・感染性胃腸炎などの感染症にかかっている方や疑いの方がいる場合は、訪問支援員

の派遣ができませんので、ご了承ください。 

・キャンセルは分かり次第、遅くとも利用前日までに事業所へご連絡ください。当日のキャンセル（体調不良を除く）や

無断キャンセルについては、1時間利用したものとみなします 

・申請内容に変更がある場合は、速やかに子ども相談課へ連絡ください 
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☆☆利用までの流れ☆☆ 
 

 

 

                               

                    

                    

                         

 

 

                    

 

☆☆サービス利用の例☆☆ 

時 間 サ ー ビ ス の 内 容 

① 

 １時間 
沐 浴～準備、沐浴、沐浴後の養護、片づけ 洗 濯～洗濯機による洗濯、取り入れ収納 

② 

 １時間 

調理と片づけ 

～夕飯程度（ご飯、味噌汁、複数品）調理 
 

③ 

１時間３０分 
沐 浴～準備、沐浴、沐浴後の養護、片づけ 

調理と片づけ 

～夕飯程度（ご飯、味噌汁、複数品）調理 

④ 

 ２時間 

沐 浴～準備、沐浴、沐浴後の養護、片づけ 
調理と片づけ 

～夕飯程度（ご飯、味噌汁、複数品）調理 

洗 濯～洗濯機による洗濯、取り入れ収納 掃除（２部屋程度）～居室内清掃２部屋程度 

⑤ 

 ２時間 

買い物（１kmまで） 

～内容確認、買い物、品物と金銭確認 

調理と片づけ 

～夕飯程度（ご飯、味噌汁、複数品）調理 

洗 濯～洗濯機による洗濯、取り入れ収納  

 

 

利 用 者 

④依頼・調整 

決定 

⑤内容の事前打ち合わせ（訪問） 

①相談  

③保健師・ケースワーカー

による訪問 

我孫子市健康づくり支援課

（我孫子市保健センター） 

訪問支援員 

(業務委託事業所) 

我孫子市子ども相談課 

事務局 

⑦利用開始 

⑥出産の報告・開始日の確定 

②情報の共有 

＜お問合せ＞  

健康づくり支援課（保健センター）  ℡ 04-7185-1126 

 ・利用前の相談 

子ども相談課（こども家庭センター）℡ 04-7185-1123 

   ・出産の連絡 ・支援内容の相談 ・事業所に関する相談 ・費用に関する相談 


